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答  申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した、別紙２「差押財

産目録」に係る差押処分のうち、番号１の指輪を差し押さえた部分に係  

る審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申す

る。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都知事（以下「処分庁」という。東

京都都税滞納処分吏員がした処分は、地方税法（以下「法」という。）

１９条の２の規定により、処分庁がした処分とみなされる。）が、

請求人に係る滞納特別区民税及び滞納都民税（内訳は別紙１「滞納

区民税等内訳書」記載のとおり。以下「本件滞納区民税等」という。）

並びにこれらに係る延滞金を徴収するため、請求人に対して、平成

２８年１１月２４日付けでした別紙２「差押財産目録」に係る差押

処分（以下「本件差押処分」という。）のうち、番号１の指輪（以

下「本件差押財産」という。）を差し押さえた部分（以下「本件処

分」という。）について、その取消しを求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分は違法又は不当で

あると主張する。  

本件差押財産は、請求人の所有物ではなく、一緒に住んでいる○

○さんの所有物である。  
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第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項によ

り棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

 審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

 年  月  日   審  議  経  過  

平成２９年  ４月１２日  諮問  

平成２９年  ５月２２日  審議（第９回第１部会）  

平成２９年  ５月２５日  請求人に調査照会  

平成２９年  ６月１９日  審議（第１０回第１部会）  

平成２９年  ７月１０日  審議（第１１回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結

果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法３３１条及び３３４条によれば、個人の特別区民税及び都民

税（以下「区民税等」という。）に係る滞納者が督促を受け、そ

の督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までにその

督促に係る区民税等に係る地方公共団体の徴収金を完納しないと

きは、特別区の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえなければ

ならないとされている。そして、法４８条１項は、処分庁が当該

滞納者について特別区長の同意を得た場合、一定の期間、都の徴

税吏員は、当該滞納に係る区民税等に係る徴収金について、個人

の特別区民税の徴収の例により徴収し、又は滞納処分をすること

ができる旨規定している（法１条２項により、都及び特別区に読

み替える。）。  

⑵  国税徴収法基本通達によると、差押えの対象となる財産は、滞

納者に帰属するものでなければならないとされ（第５章・第１節・
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第１款・第４７条関係・５）、差押えの対象となる財産が滞納者

に帰属するかどうかの判定については、「動産及び有価証券にあ

っては、滞納者が所持していること（民法第１８６条、会社法第

１３１条参照）。ただし、他人の所有に属することが明らかなも

のを除くこと（以下略）」と規定している（第５章・第１節・第

１款・第４７条関係・２０・⑴）。  

２⑴  これを本件についてみると、○○区長が請求人に対し、本件滞

納区民税等に係る督促状を発した日から起算して１０日を経過し

た日までに、請求人が本件滞納区民税等を完納しなかったことか

ら、処分庁が○○区長の同意を得て、本件滞納区民税等及びこれ

らに係る延滞金の徴収を行うこととし、この旨を請求人に通知し

た上で（徴収引継書及び徴収引受通知書）、本件差押処分がなさ

れたことが認められる（差押調書）。  

⑵  次に、本件差押財産の帰属について検討すると、請求人から、

処分庁に対し、「生活等の状況」という表題の書面が提出されて

はいるものの、本件差押財産は、請求人の居宅である本件捜索場

所に存在していたもので、同所においては請求人に対する郵便物

及び請求人本人の書類も同時に確認されており、本件差押財産が

請求人以外の第三者の所有に属することを認めるに足る証拠も特

段見当たらないことから、請求人に帰属すると判断するのが相当

である。  

⑶  請求人は上記第３のとおり、本件差押財産は、請求人の所有物

ではなく、一緒に住んでいる○○さんの所有物である旨主張する。 

この点について、当審査会は、行政不服審査法７４条の規定に

基づき、請求人に対して上記主張を裏付ける資料の提出を求めた

が、請求人からは、本件差押財産が○○さんの所有物であること

を証明する資料の提出はなかった。  

以上の経緯に照らすならば、上記⑴及び⑵で述べたとおり、本

件差押財産が請求人に帰属するとしてなされた本件処分に違法又
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は不当な点はない。  

⑷  そうすると、本件処分及びこれに至る諸手続は、法の規定に従

い適正になされていることから、本件処分に違法又は不当な点は

認められず、請求人の主張には理由がない。  

３  上記以外の違法性又は不当性の検討について  

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

 以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 髙橋滋、窪木登志子、筑紫圭一  

 

別紙１及び２（略）  

 


